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返済 あなたへに困っている

相談窓口は中面へ



奨学金問題対策全国会議

045-222-4401
神奈川総合法律事務所

（相談窓口）

お気軽にお電話下さい！
初回の相談は無料！

ライフサポートセンター相談窓口

このQRコードから
お住まいの都道府県にある
相談窓口を確認できます。

本書で取り扱う「奨学金」は、独立行政法人日本学生支援機構（以降「機構」）
が扱う奨学金制度を指しています。（「貸与奨学金」「給付奨学金」の区別がな
い場合は貸与奨学金を指しています。）奨学金には、他にも自治体や民間団体
等、様々な団体が運営するものがあります。

注

相談は無料！

ライフサポートセンターでは、くらしにまつ
わる なんでも相談”を受け付けています。”

まずは気軽に話を聞いてほしい 法律のプロに相談したい

奨学金の返済に困っているあなたへ伝えたいこと。

ひとりで悩まないでください。

まずは気軽にご相談ください！

このガイドブックを開いてくれたあなたは、
すでに解決への一歩目に立っています。

早めの相談が、早めの解決へとつながります。
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毎月返済を続けてきたけれど、苦しくなってきた。どうすればいい？………

次の仕事が決まって安定するまで、返済が厳しい。何か手立てはない？……

返済を延滞してしまっていて、猶予制度が使えない。どうしたらいい？………

家計的に厳しいから、月々の返済額を減らすことってできないの？………

障がいを持ってしまい働けない！返済を続けるのはこれ以上無理！………

延滞金が膨れ上がってしまった｡せめて延滞金だけでもどうにかならない？……

連帯保証人・保証人も救済制度を利用できる？……………………………

もう返済は限界…でも「自己破産」はいいイメージがなくて…………………

「自己破産」する以外に選択肢はあるの？……………………………………

奨学金に時効はあるの？………………………………………………………

「自己破産」はできない。ほかに方法はあるの？……………………………

裁判所から「支払督促」という書面が届いた。どうすればいい？……………

奨学金にはどんな種類があるの？…………………………………………… 

貸与奨学金の保証ってなに？…………………………………………………

貸与奨学金を利用する上でのポイントを教えて！……………………………
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これから奨学金を利用する方

こ

困 っ て い ま せ ん か ？

ん な こ と に

　１９５８年東京都生まれ。弁護士（東京弁護士会所属）。
早稲田大学卒業。1997年、弁護士登録。多重債務や子
どもの貧困に取り組むうちに奨学金問題の深刻さを知り、
2013年に「奨学金問題対策全国会議」を設立。返済困
難な人の支援を続けている。日弁連貧困問題対策本部
委員、国民生活センター客員講師なども務める。著書に
『「奨学金」地獄』（小学館新書）ほか。奨学金問題対策
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奨学金の返済に困った場合の救済方法
救済制度の種類

機構の貸与奨学金制度には「返還期限の猶予」「減額返
還」「返還免除」などの救済制度があります。
また、機構と話し合い、長期の分割払いの和解が認められ
ることもあります。
その他の救済方法としては、「自己破産」「消滅時効の援
用」などがあります。

主に、3つの救済制度があるよ！ＡＡＡＡＡＡ

奨学金を返済している方

毎月返済を続けてきたけれど、
苦しくなってきた。どうすればいい？QQQ

岩重弁護士

解 説

返還期限
　　の猶予

減額返還
返還免除



返還期限の猶予

３

QQQ 次の仕事が決まって安定するまで、
返済が厳しい。何か手立てはない？

割賦金

割賦金

返還期間

一定期間返還
を猶予

経済困難の場合は最大10年しか利用できません。病気や障がい、
生活保護を受けている場合などは利用期間に制限はありません。
延滞があると利用を制限されます。

給与所得の方 年収300万円以下

給与所得以外の
所得のある方 年間所得200万円以下

経済困難を理由とする場合、年収300万円以下、年間所得200万
円以下が利用できる目安です。

被扶養者がいる場合などは、一定額を控除して収入基準以下になる
場合は申請ができます。

「返還期限の猶予」を利用できる
場合があるよ！

ＡＡＡＡＡＡ

「返還期限の猶予」は、収入が少ない（経済困難）、病気、
障がい、生活保護受給中など返還が困難な一定の事由が
ある場合に、返還を先延ばしにしてもらう制度です。１年
ごとに申請が必要です。

岩重弁護士

解 説
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岩重弁護士

解 説

QQQ 返済を延滞してしまっていて、
猶予制度が使えない。どうしたらいい？

①遅れている過去分の返還期限の猶予を申請する
延滞が生じている期間も、本来なら返還期限の猶予
制度が利用できる基準にあった場合には、過去の所
得証明（役所の課税証明・非課税証明）や生活保護
受給証明書などを取得して、過去にさかのぼって返
還期限の猶予を申請することを考えます。過去分の
返還期限の猶予が承認され、延滞が解消されれば、

改めて、将来に向けた返還期限の猶予を申請できる場合があります。

②「延滞据置き猶予」を検討する
延滞があっても利用できる「延滞据置き猶予」の制度があります。但し、年
収200万円以下、年間所得130万円以下と、通常の猶予に比べて要件が厳
しくなっています。
機構から裁判等を起こされた場合（Ｑ16）、借主が消滅時効を援用した場
合（Ｑ14）など、「延滞据置き猶予」制度の利用が制限される場合があるの
で、注意が必要です。

この方法は、延滞があって、そのままでは「減額返還」や「返還
免除」が利用できない場合にも応用できます。
↑

次の2つの方法を検討してみよう！ＡＡＡＡＡＡ

返還期限の猶予



減 額 返 還
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「減額返還」制度を使える場合があるよ！
ＡＡＡＡＡＡ

家計的に厳しいから、月々の返済額を
減らすことってできないの？QQQ

岩重弁護士

解 説 「減額返還」制度は、病気、その他経済的な理由により奨
学金の返還が困難な人が、一定の要件を満たす場合に、
１回あたりの返還月額を当初の2/3、1/2、1/3または1/4に
減らして、返還期間を延長（最大１５年）する制度です。

割賦金2/3､1/2､1/3または1/4

割賦金

返還期間

減額返還 返還期間は最大15年まで延長可能

願い出の時点で延滞がないことが前提となります。延滞据置型の減額
返還制度はありません。←延滞の解消方法についてはＱ3を参照
第一種奨学金「所得連動返還方式」（Q17）選択者は利用できません。

経済的事由による利用のときは、給与所得者の場合には、年収400万円
以下、それ以外の場合には年間所得300万円以下が目安です。本人が
扶養している子どもの人数が2人以上の場合は基準が緩和されます。

被扶養者がいる場合などは、一定額を控除して収入基準以下になる
場合は申請ができます。

給与所得の方
（年間収入） 400万円以下

２人
扶養している子どもの人数

３人以上

給与所得以外の
所得のある方
（年間所得）

300万円以下

500万円以下

400万円以下

600万円以下

500万円以下

◆〈経済困難事由〉収入等の基準
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解 説

QQQ 返済を延滞してしまっていて、
猶予制度が使えない。どうしたらいい？

①遅れている過去分の返還期限の猶予を申請する
延滞が生じている期間も、本来なら返還期限の猶予
制度が利用できる基準にあった場合には、過去の所
得証明（役所の課税証明・非課税証明）や生活保護
受給証明書などを取得して、過去にさかのぼって返
還期限の猶予を申請することを考えます。過去分の
返還期限の猶予が承認され、延滞が解消されれば、

改めて、将来に向けた返還期限の猶予を申請できる場合があります。

②「延滞据置き猶予」を検討する
延滞があっても利用できる「延滞据置き猶予」の制度があります。但し、年
収200万円以下、年間所得130万円以下と、通常の猶予に比べて要件が厳
しくなっています。
機構から裁判等を起こされた場合（Ｑ16）、借主が消滅時効を援用した場
合（Ｑ14）など、「延滞据置き猶予」制度の利用が制限される場合があるの
で、注意が必要です。

この方法は、延滞があって、そのままでは「減額返還」や「返還
免除」が利用できない場合にも応用できます。
↑

次の2つの方法を検討してみよう！ＡＡＡＡＡＡ

返還期限の猶予



6

返 還 免 除

返還免除
全額または一部

精神もしくは身体の障がい借主本人が死亡

障がい死　亡

障がいを持ってしまい働けない！
返済を続けるのはこれ以上無理！QQQ

岩重弁護士

解 説 「返還免除」は、借主本人が死亡し返済ができなくなった
とき、精神もしくは身体の障がいにより労働能力を喪失ま
たは労働能力に高度の制限を有し（症状固定または回復
の可能性がないことを要します）、返済ができなくなったと
き、申請により、返済の全部または一部の免除を受ける制
度です。基準は細かく定められています。延滞がある場合
には、その解消が必要です。←延滞の解消方法について
はＱ3を参照

※一部免除の場合、残金については、免除が認められたのと同じ理由
　では返還期限の猶予（Q2）が認められないので注意が必要です。

「返還免除」制度を使える場合があるよ！ＡＡＡＡＡＡ



延滞金の減免
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岩重弁護士

解 説 延滞金が減免できる場合については規則で定められてい
ます。但し、借主・連帯保証人・保証人の責任でない事情で
延滞が生じて機構が認めた場合、借主が死亡または精
神・身体の障がいで返還できずに連帯保証人または保証
人が返還する場合、借主が返還困難で連帯保証人または
保証人が最終の割賦金の返還期日の５年以上前までに返
還未済額を１年内に返還するときなど、限られた場合にし

か、延滞金の減免は認められていません。
なお、借主本人が、過去にさかのぼって「返還期限の猶予」の申請をして、承
認されれば、その期間は延滞がなかったことになるので、延滞金もさかのぼ
ってなくなります（Ｑ3）。

限られた条件だけど、延滞金を減免
できる場合もあるよ！

ＡＡＡＡＡＡ

延滞金が膨れ上がってしまった。せめて
延滞金だけでもどうにかならない？QQQ

延滞金延滞金

延滞金
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岩重弁護士

解 説 「返還期限の猶予」「減額返還」「返還免除」は、借主本人
しか利用することができません。
このような場合、請求を受けた連帯保証人・保証人は、借
主本人がこれらの制度を利用できる場合には利用を促す
ことを考えますが、それができない場合には、自己破産（Ｑ
8）、長期の分割払い（Ｑ15）など、それぞれの状況に応じ
た対応が必要です。　

このとき、あくまで借主が支払うべきだとして対応が遅れると、延滞金が増
えるなど、かえって不利益となる危険があるので、速やかに相談・対応するこ
とが大切です。
なお、限られた場合ですが、延滞金の減免が認められることもあります（Ｑ
6）。

保証人の対応

「返還期限の猶予」「減額返還」「返還免除」
は、借主本人しか利用することができないよ！

ＡＡＡＡＡＡ

保 証 人連 帯
保証人

は、借主 しか利用することができません。本 人

返還期限の猶予 減額返還 返還免除

連帯保証人・保証人も救済制度を
利用できる？QQQ
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自 己 破 産

自己破産は、経済生活の再生の機会を
確保するための市民の権利だよ！

ＡＡＡＡＡＡ

岩重弁護士

解 説 破産とは、債務者の持っている財産をお金にかえて、債権
者に公平に配分し清算する裁判所の手続きです。このう
ち、債務者が申し立てる破産のことを「自己破産」といいま
す。　
個人の自己破産は、その人の収入と資産ですべての債務
を返済できない状態が続く「支払不能」の場合に利用する
ことができ、「免責許可決定」を受けると、税金等一定の債

務を除き、支払いを免れます。この場合、奨学金の支払いも免れます。
機構の「返還免除」制度がごく限られた場合にしか利用できず、「返還期限
の猶予」制度も返還を先延ばしにする効果に止まることを考えると、自己破
産をして「免責許可決定」により支払いを免れることには、大きなメリット
があります。
自己破産は、経済生活の再生の機会を確保するための市民の権利です。正
しく理解し、利用することが大切です。

もう返済は限界…
でも「自己破産」はいいイメージがなくて…QQQ

免 責 許 可

決 定 再スタートからの
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岩重弁護士

解 説 「返還期限の猶予」「減額返還」「返還免除」は、借主本人
しか利用することができません。
このような場合、請求を受けた連帯保証人・保証人は、借
主本人がこれらの制度を利用できる場合には利用を促す
ことを考えますが、それができない場合には、自己破産（Ｑ
8）、長期の分割払い（Ｑ15）など、それぞれの状況に応じ
た対応が必要です。　

このとき、あくまで借主が支払うべきだとして対応が遅れると、延滞金が増
えるなど、かえって不利益となる危険があるので、速やかに相談・対応するこ
とが大切です。
なお、限られた場合ですが、延滞金の減免が認められることもあります（Ｑ
6）。

保証人の対応

「返還期限の猶予」「減額返還」「返還免除」
は、借主本人しか利用することができないよ！

ＡＡＡＡＡＡ

保 証 人連 帯
保証人

は、借主 しか利用することができません。本 人

返還期限の猶予 減額返還 返還免除

連帯保証人・保証人も救済制度を
利用できる？QQQ
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生活に必要な財産など、一定の財産は
失うことはないよ！

ＡＡＡＡＡＡ

岩重弁護士

解 説 生活に必要な財産など、一定の財産は失いません。
破産手続では、建物・土地、自動車、預貯金、生命保険の
解約返戻金などを含めた財産が清算の対象になるのが
原則ですが、一定の財産は清算の対象になりません。
９９万円以下の現金、生活に欠かせない家財道具、年金
など差押さえが禁止された財産などは、法律上、保有が
認められています。また、各地方裁判所では、これ以外に

も、一定の財産を保有できる運用がなされているので、各地方裁判所に確
認して下さい。

自 己 破 産

破産をすると、わずかな貯金、家財道具
などもすべて失ってしまうの？QQQ

99万円以下
の現金

年  金

家財道具

99万円以下
の現金

年  金

家財道具
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免責
不許可
事由例 クレカ現金化

ギャンブルうその借入れ

浪　費
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ＡＡＡＡＡＡ
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一部の職業につけなくなるよ。
ＡＡＡＡＡＡ

破産のデメリットは？QQQ

岩重弁護士

解 説 破産手続が始まると、法律に基づいて人の財産を管理す
る特定の資格については制限されます。例としては、生命
保険募集人、警備員などがあります。免責許可決定を受
けてそれが確定すると、そのような資格の制限はなくなり
ます。
破産すると、官報という政府が発行する広報に住所・氏名
等が記載されます。官報は公開されていて、誰でも見るこ

とができるものですが、仕事上官報を確認する必要のある人以外は、あまり
目にすることはないと思われます。
破産をしても、家族に法律上の影響は及びません。破産しても、選挙権を
失うことはありません。住民票の写しや戸籍謄本に破産の事実が記載さ
れることもありません。

自 己 破 産

デメリットは
働ける職種（生命保険募集人・
警備員など）の制限

破産の



13

他の借金や保証人の事も考えて
判断しよう。

ＡＡＡＡＡＡ

自己破産することに決めた。
注意すべきことがあったら教えて。QQQ

岩重弁護士
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年度分の保証料を一括で支払う必要があります。機関保証への切り替
えが可能かどうか、切り替える場合に必要な保証料の支払額を機構に
確認して下さい。

自 己 破 産
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個人再生（個人債務者再生手続）
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「個人再生」という返済額を減らす方法
があるよ。

「自己破産」する以外に選択肢はあるの？QQQ
ＡＡＡＡＡＡ

岩重弁護士

解 説 「個人再生」（個人債務者再生手続）は、「支払不能のお
それ」がある人が、原則として全ての負債を対象に、法律
が定める一定額以上を、原則３年（最長５年）で返済する
という再生計画を立て、裁判所で認可されると、その通り
に返済すれば、残りが免除される裁判所を利用した手続
です。事案によっては、奨学金の返還総額を減らせる場合
もあります。但し、減免の効果は、個人再生をしない連帯

保証人、保証人には及びません。
機構の貸与奨学金は、契約での返還期限が長いため、原則３年で支払う
「個人再生」では、総額は減っても、かえって毎回の支払額が増えることもあ
ります。
「個人再生」には、自己破産のような「免責不許可事由」（Ｑ10）も「資格の
制限」（Ｑ11）もないので、これらが自己破産を利用する上で支障となる場
合には、「個人再生」の利用を検討してもよいでしょう。
制度が複雑なため、弁護士、司法書士などへの相談が必要です。
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消 滅 時 効

奨学金にも時効はあるよ。でも、複雑
なので専門家に相談しよう。

ＡＡＡＡＡＡ

奨学金に時効はあるの？QQQ

岩重弁護士

解 説 機構の奨学金債務は、割賦金の返還期限等から１０年（２
０２０年4月1日施行の改正民法が適用される場合は５
年）を経過すると、順次、時効にかかります。そのため、返
還をしていない期間が１０年以上の長年に及ぶケースで
は、全部または一部について時効（消滅時効）が完成して
いる場合があります。そのような場合、「時効が成立した
奨学金については支払いません」との内容を記載した書

面を機構に送付して、時効を援用（主張）することにより、その期間の支払い
を免れます。
但し、消滅時効は、時効進行期間の途中で、支払い、和解など、債務がある
ことを認める行為をすると、時効がリセットされてしまうので、注意が必要で
す。返還期限の猶予を申請する行為も、これにあたります。
時効の制度は複雑で、不用意な対応をすると主張ができなくなる場合も
あるので、弁護士、司法書士、消費生活センターなどに速やかに相談するこ
とが大切です。

「消滅時効」の援用（主張）は、モラルに反するものではありません。
時効の制度は、長年続いた状態を一定の要件の下に保護すべきだとの
法律の考え方に基づいています。特に、貸与奨学金では、制度や運用の
不備から救済が困難な場合も多く、消滅時効を援用（主張）する権利
はより一層尊重されるべきです。貸主等には消滅時効を防ぐ手段があ
り、これを講じなかった場合は債権管理を怠ったとの見方もできます。

※

個人再生（個人債務者再生手続）
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長期分割支払いの取り決め
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ＡＡＡＡＡＡ 「長期の分割払い」が認められること
があるよ！

「自己破産」はできない。
ほかに方法はあるの？QQQ

岩重弁護士

解 説 長期の分割払いが認められることはあります。但し、その
場合、きちんと支払総額を確定し、それ以上、利息や延滞
金が増えないように、書面で取り決めをすることが大切
です。
このような取り決めをしないで支払いを続けても、返還
金は、延滞金→利息→元金の順に充当されるため、元
金が減らないどころか、延滞金が膨れあがって、逆に負

債額が増えていくこともあります。
返還期限の猶予、消滅時効などが利用できず、自己破産なども利用しにく
い場合には、長期の分割の取り決めを検討します。このとき、支払総額を
確定し、取り決めに基づく分割払いを続けている限りは、利息や延滞金が
増えないように取り決めをすることが大切です。
これまでの事案では、最長２４０回で、かつ、毎月の支払額が当初の契約の
割賦金以上の額であれば、取り決めができる可能性があります。但し、２回
以上支払いを怠ると、一括で支払わなければならない内容となるので、注
意が必要です。　
なお、この方法は、弁護士や司法書士が対応する場合以外は、裁判になら
ないと認められない傾向があります。



裁判を起こされたら
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ＡＡＡＡＡＡ 2週間以内に「異議申立て」をして、
専門家に相談しよう。

裁判所から「支払督促」という書面
が届いた。どうすればいい？QQQ

岩重弁護士

解 説 「支払督促」とは、申立人の申立てのみに基づいて簡易裁
判所書記官が金銭の支払い等を命じる制度です。申し立
てられた人から異議申立書が提出されず、「仮執行宣言」
という宣言が発せられると、財産の差押えができるように
なります。
「支払督促」が届いたら、２週間以内に同封された「督促
異議申立書」の用紙を使って異議申立てをします。そうす

ると、普通の訴訟手続に移行するので、その間に、弁護士、司法書士等に相
談するなどして、対応を検討するとよいでしょう。

注意
「督促異議申立書」に、分割払い希望などと書くと、債務を認めたこ
とになって、消滅時効の援用ができなくなる場合があるので、注意が
必要です。
また、督促異議申立てをすると、機構は「事情書」という書面の提出
を求めてきます。そこに、分割で支払っていきたい旨を記載した場合
も、同様の危険があります。（Ｑ14）

※

長期分割支払いの取り決め
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ＡＡＡＡＡＡ
「貸与型」と「給付型」の2つがあるよ！

奨学金の種類と内容奨学金の種類と内容

これから奨学金を利用する方

岩重弁護士

解 説 「貸与奨学金」と「給付奨学金（2020年4月から始まった
高等教育の修学支援新制度）」があります。

在学中に借入れる学資金を卒業後に分割で返還するもの
です。

貸 与 奨 学 金

無利子の第一種と有利子の第二種があり、それぞれ家計の収入・所得の基準、学力の基準が
あります。第一種と第二種を同時に利用することもできます。

進学前に予約する「予約採用」と進学後決められた期間内に募集する「在学採用」がありま
す。家計が急変した場合には、「緊急採用」、「応急採用」として随時採用を行っています。

毎回決まった金額を返還する「定額返還方式」と所得に応
じて毎回の返還額が変わる「所得連動返還方式」があり
ます。所得連動返還方式は、第一種奨学金にのみ適用さ
れます。

◆貸与奨学金◆

所得連動
型返還方式

定額
返還方式

「第一種奨学金」 「第二種奨学金」

奨学金にはどんな種類があるの？QQQ

2024年度から大学院修士段階の「授業料後払い制度」が導入されました。
日本学生支援機構が授業料相当額の奨学金（無利子）を奨学生に貸与したものとして原則学
校に振り込み、卒業後に、所得に応じて機構に返還します（基準を満たす人が対象となります）。

授業料後払い制度の導入

・上限額 : 国公立年約54万円、私立年約78万円
・所得に応じた納付が始まる本人年収基準：300万円程度（子育て期は配慮あり）
・保証料の支払い（機関保証への加入）が必要
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世帯収入に応じた４段階の基準で支給額が決まります。

授業料・入学金の減免と給付型奨学金の支給をセットで行うものです。住民
税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生が対象でしたが、2024年度か
らは私立理工農系の学部等に在籍する学生が新規支援区分に加えられ、
2025年度からは多子世帯（扶養する子が3人以上）の学生等について、所
得制限を設けない授業料等の支援が行われています。

給 付 奨 学 金 の 特 徴

国等の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校（4年・5年）、専門学校（確認大学等）
が対象となります。

世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があ
れば支援を受けることができるとされています。

申込みの手続きは事案に応じて進学先または在学中の学校で行います。申請時期は、授業
料等減額は学校が定める時期、給付型奨学金は４月頃と９月頃ですが、学校ごとに締切日
が異なるので、確認が必要です。予期できない事情で家計が急変した場合には、「家計急変
採用」として随時採用を行っています。

新制度は、貸与奨学金とあわせて利用することはできますが、第一種奨学金を利用している
場合は、新制度の支援区分に応じて、貸与を受けられる額が制限されます。

多子世帯への
授業料等無償化
に係るFAQ

高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度（
令
和
２
年
度
〜
）

給
付
型
奨
学
金

授
業
料
・
入
学
金
減
免

返還
不要 返還

必要
返還
必要

返還
不要

全額支援
多子世帯
R７拡充

第Ⅰ区分
全額支援

第Ⅰ区分
全額支援

第Ⅱ区分
2/3支援

第Ⅱ区分
2/3支援

第Ⅲ区分
1/3支援

第Ⅲ区分
1/3支援

第Ⅳ区分
1/4（多子）

第Ⅳ区分
1/4支援等

R6拡充
私立理工農系

[給付型奨学金]

[現行制度]

貸与型奨学金
（無利子）

貸与型奨学金
（有利子）

約270万円 約300万円 約380万円 約600万円

約800万円 約1100万円

所得制限無し

授
業
料
支
援
の
上
限

両親・本人・中学生の家族4人
世帯の場合の目安。
基準を満たす世帯年収は家族
構成により異なる。

年収目安
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ＡＡＡＡＡＡ
「貸与型」と「給付型」の2つがあるよ！

奨学金の種類と内容奨学金の種類と内容

これから奨学金を利用する方

岩重弁護士

解 説 「貸与奨学金」と「給付奨学金（2020年4月から始まった
高等教育の修学支援新制度）」があります。

在学中に借入れる学資金を卒業後に分割で返還するもの
です。

貸 与 奨 学 金

無利子の第一種と有利子の第二種があり、それぞれ家計の収入・所得の基準、学力の基準が
あります。第一種と第二種を同時に利用することもできます。

進学前に予約する「予約採用」と進学後決められた期間内に募集する「在学採用」がありま
す。家計が急変した場合には、「緊急採用」、「応急採用」として随時採用を行っています。

毎回決まった金額を返還する「定額返還方式」と所得に応
じて毎回の返還額が変わる「所得連動返還方式」があり
ます。所得連動返還方式は、第一種奨学金にのみ適用さ
れます。

◆貸与奨学金◆

所得連動
型返還方式

定額
返還方式

「第一種奨学金」 「第二種奨学金」

奨学金にはどんな種類があるの？QQQ

2024年度から大学院修士段階の「授業料後払い制度」が導入されました。
日本学生支援機構が授業料相当額の奨学金（無利子）を奨学生に貸与したものとして原則学
校に振り込み、卒業後に、所得に応じて機構に返還します（基準を満たす人が対象となります）。

授業料後払い制度の導入

・上限額 : 国公立年約54万円、私立年約78万円
・所得に応じた納付が始まる本人年収基準：300万円程度（子育て期は配慮あり）
・保証料の支払い（機関保証への加入）が必要
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貸与奨学金の保証制度貸与奨学金の保証制度

ＡＡＡＡＡＡ 「個人保証」と「機関保証」のどちらかを
選ぶ必要があるよ。

貸与奨学金の保証ってなに？QQQ

岩重弁護士

解 説 人の保証人をつける「個人保証」か、公益財団法人日本
国際教育支援協会（協会）に保証をしてもらう「機関保
証」かを選ぶ必要があります（「所得連動返還方式」（Ｑ
17）を利用した場合は、機関保証のみです）。

全額支払う義務のある「連帯保
証人」と、保証人の頭数で割った
額（機構の場合には２分の１）に
ついてのみ支払義務のある「保証
人」の２人の保証人が必要です。

個人保証
毎月の奨学金から保証料を天引
きで協会に支払い、協会に保証
をしてもらいます。借主が返済し
ない場合、協会が代わって機構
に返済をし、借主に請求します。

機関保証

個人保証には保証料の負担がありませんが、借主の返還が滞ると連帯
保証人、保証人に請求が行きます。保証人への影響を心配せずに、自
己破産など借主にとって最も適切な救済手段を利用しやすくすると
いう観点からは、機関保証に利点があると思います。

ど ち ら を 選 ぶ ？
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ＡＡＡＡＡＡ 将来の返済に備えて、必要な知識を身に
つけておこう!

貸与奨学金を利用する上での
ポイントを教えて！QQQ

岩重弁護士

解 説 貸与奨学金が他の借金と違う一番大きな点は、将来の仕
事や収入が分からないで借りることにあります。そのた
め、返済困難に陥る危険は誰にでもあります。
そこで、将来、返済困難に陥った場合の対応方法などをよ
く知った上で利用することが大切です。特に、次の点に注
意すると良いでしょう。

連帯保証人・保証人への影響をおそれて、自己破産などの救済制
度の利用がしにくくならないように、なるべく、個人の保証人では
なく、機関保証を利用する。

①

返済に困ったとき、困りそうになったときは、一人で悩まずに、速や
かに相談する。

④

自己破産などの救済方法を正しく理解し、必要なときは速やかに
利用する。

③

返還期限の猶予などの制度内の救済手段は、延滞が発生すると
利用しにくくなるので、早めに利用する。

②

貸与奨学金を利用するときに気をつけること貸与奨学金を利用するときに気をつけること
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貸与奨学金の保証制度貸与奨学金の保証制度
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証人」と、保証人の頭数で割った
額（機構の場合には２分の１）に
ついてのみ支払義務のある「保証
人」の２人の保証人が必要です。
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毎月の奨学金から保証料を天引
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をしてもらいます。借主が返済し
ない場合、協会が代わって機構
に返済をし、借主に請求します。
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個人保証には保証料の負担がありませんが、借主の返還が滞ると連帯
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〒101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-8　中北ビル５階

※各地の弁護士会、司法書士会、法テラスでも債務整理の相談を受け付けています。

日本学生支援機構  奨学金相談センター
０５７０－６６６－３０１（月～金  ９：００～２０：００）　

ライフサポートセンター相談窓口
ライフサポートセンターでは、くらしに

まつわる”なんでも相談”を受け付けています。

相談は無料！

奨学金問題対策全国会議
045-222-4401
神奈川総合法律事務所
（相談窓口）


